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横芝光町農業委員会５月第１回定例総会議事録

１．開催日時 令和７年５月７日(水) 午後４時００分～午後５時００分

２．開催場所 横芝光町役場 第３会議室

３．出席委員 （１２名）

会 長 ４番 伊藤 直樹

会長職務代理者 ７番 伊藤 仁

委 員 １番 市原 裕 ２番 伊藤 由美子

３番 土屋 英夫 ５番 椎名 美枝子

６番 若梅 直樹 ８番 鈴木 淳

９番 實川 和幸 １０番 大木 耕一

１１番 平山 和浩 １２番 林 政宏

４．欠席委員 なし

５．農業委員会事務局職員

事務局長 高宮 芳宏

主幹兼農政班長 椎名 大輔

６．議事日程

日程第１ 議事録署名委員及び会議書記指名の件

日程第２ 議案第１号

農地法第３条の規定による許可申請に対する許否決定について

日程第３ 議案第２号

農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請に対する県へ

の意見について

日程第４ 議案第３号

令和７年度第１次農用地利用集積等促進計画（案）の意見について

日程第５ 議案第４号

令和６年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務

の実施状況の公表（案）について

日程第６ 議案第５号

令和７年度最適化活動の目標の設定等（案）について
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７．会議の概要

事務局 これより、令和７年５月第１回農業委員会定例総会を開会します。

はじめに、伊藤会長よりごあいさつ申し上げます。

事務局

議長

（伊藤会長あいさつ）

（副町長あいさつ）

（あいさつ後、退室）

本日の総会の出席委員は、全員です。過半数が出席していますので、会

議規則第６条の規定により、本総会は成立しております。

それでは、会議規則第４条の規定により、以後の議事進行につきまして

は伊藤会長に議長をお願いします。

これより議事に入ります。日程第１議事録署名委員及び会議書記の指名

を行います。会議規則第１３条第２項の規定により、議長が指名すること

で、ご異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしの声がありましたので、指名します。

２番 伊藤 由美子委員、８番 鈴木淳委員に、お願いいたします。

なお、会議書記には、事務局の 椎名主幹 を指名いたします。

事務局

日程第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する

許否決定について上程します。事務局に議案の朗読並びに説明をお願いし

ます。

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する許否決定に

ついて

農地法第３条による許可申請書が提出されたので、本会の議決を求め

る。

令和７年５月７日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 直樹

次のページをご覧ください。今回の３条の許可申請は、３件です。なお、

譲受人と譲渡人は資料に記載のとおりです。申請地の位置図を添付してい

ますのでご覧ください。

１件目の申請地は、宮川字馬場崎の畑１筆、字西ノ浦の畑１筆、字表の

田１筆、字西ノ浦の田１筆、合計４筆、２，７４６㎡です｡県外に住ん

でおり農業をしない譲渡人から、隣接地を耕作している譲受人へ経営規模

拡大のため、売買により所有権移転をしようとする申請です。譲受人は以

前から管理を任されていました。申請地では、水稲、落花生の作付けを予

定しています。
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議長

１０番

議長

９番

２件目は、木戸台字下笊内の田４筆、畑１筆、合計５筆 ３，２７３㎡。

相続したが農業をしていない譲渡人から、譲渡人の〇の〇の〇である譲受

人へ、贈与により所有権移転をしようとする申請です。譲受人は、〇〇〇

に住んでいますが、〇〇〇にある〇の実家に宿泊または通う予定です。新

規就農ですが、現在まで管理をお願いしていた〇〇〇の農地所有適格法人

である〇〇〇〇に助言・指導をお願いしており、申請地では水稲の作付け

を予定しています。

３件目は、新井字矢掛の畑１筆、字白幡前の畑１筆、合計２筆、１，２

４６㎡です。町外に住んでおり農業をしない譲渡人から、隣接地を耕作し

ており自宅も近い譲受人へ経営規模拡大のため売買により所有権移転を

しようとする申請です。申請地では苗木の作付けを予定しています。

申請のありました件につきましては、譲受人の、機械保有、労働力、営

農状況などから３条許可基準各号に適合していると考えます。以上、議案

第１号の説明でございます。

ただいま議案第１号の朗読並びに説明が終りました。はじめに１件目の

案件について担当委員の説明を求めます。

１０番 大木です。県外に住んでおり農業をしない譲渡人から、隣接地

を耕作している譲受人へ経営規模拡大のため、売買により所有権移転をし

しようとする申請です。なお、譲受人は以前から管理を任されていました。

申請地では、水稲、落花生の作付けを予定しています。現地を確認したと

ころ、適正に管理されており、問題ないと思います。よろしくお願いしま

す。

ありがとうございました。説明が終わりましたので１件目の案件につい

ての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、１件目の案件について採決を行

います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１件目の案件については、原案のとおり決定いたしま

した。

次に、２件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

９番 實川です。相続したが農業をしていない譲渡人から、親類の譲受

人へ、贈与により所有権移転をしようとする申請です。譲受人は、〇〇〇

に住んでいますが、〇〇〇にある〇の実家に週３～４回宿泊または通う予



4

議長

３番

議長

議長

事務局

定です。新規就農ですが、現在まで管理をお願いしていた〇〇〇の農地所

有適格法人である〇〇〇に助言・指導をお願いしており、申請地では水稲

の作付けを予定しています。

現地を確認したところ、耕耘されており、問題ないと思います。よろしく

お願いします。

はい、ありがとうございました。説明が終わりましたので２件目の案件

についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、２件目の案件についての採決を

行います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって２件目の案件については、原案のとおり決定いたしま

した。

次に、３件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

３番 土屋です。町外に住んでおり農業をしない譲渡人から、隣接地を

耕作しており自宅も近い譲受人へ経営規模拡大のため売買により所有権

移転をしようとする申請です。申請地では苗木の栽培を予定しています。

現地を確認したところ、適正に管理されており、問題ないと思います。よ

ろしくお願いします。

はい、ありがとうございました。説明が終わりましたので３件目の案件

についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、３件目の案件についての採決を

行います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって３件目の案件については、原案のとおり決定いたしま

した。

日程第３ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更

承認申請に対する県への意見について上程します。事務局に、議案の朗読

並びに説明をお願いします。

議案第２号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請に

対する県への意見について

農地法第５条による許可後の計画変更承認申請書が提出されたので本

会の意見を求める。
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議長

議長

事務局

令和７年５月７日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 直樹

次のページをご覧ください。計画変更は１件で、譲受人と譲渡人はそれ

ぞれ資料に記載のとおりです。申請地は、〇〇〇〇〇〇の畑、１，０１４

㎡です。譲受人は〇〇〇〇〇を受注した〇〇〇〇〇を行う〇〇で、転用目

的は、〇〇〇〇〇に伴う〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇用地として、す

でに令和４年１２月２日付けで千葉県知事より許可を受けています。当初

の計画では、令和７年５月３１日までに事務所等の供用を完了し、農地へ

復元する予定でしたが、〇〇〇〇〇〇〇の遅延等により全体の工程が後ろ

倒しになっており、最長で令和８年３月まで工期が延長される見込みとな

ったことから、工事期間の延長申請がありました。令和８年３月３１日ま

での工期となっております。変更内容は工事期間の延長のみです。

ただいま、議案第２号の朗読並びに説明が終わりました。議案第２号に

ついては、〇〇〇〇〇の遅れによる賃借権設定期間延長のため、担当委員

の説明を省略します。議案第２号についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求

めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって議案第２号については、原案のとおり許可相当として

県知事に意見書を送付します。

日程第４ 議案第３号 令和７年度 第１次農用地利用集積等促進計

画(案)の意見について上程します。事務局に、議案の朗読並びに説明をお

願いします。

日程第４ 議案第３号 令和７年度 第１次農用地利用集積等促進計

画（案）の意見について

農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定により、令

和７年度第１次農用地利用集積等促進計画（案）が提出されたので本会の

意見を求める。

令和７年５月７日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 直樹

議案第３号は、中間管理機構が、地権者から借受けた農地を担い手へ貸

し付ける際に町が農用地利用集積等促進計画案を作成し、農業委員会から

意見を聴取することとなっているため、農業委員会の総会にてご審議をお

願いするものです。

１件目について、右上に中間管理機構設定 １ページ目（１－１）と書
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かれているのが１件目の１ページ目、３ページの中間管理機構設定（２）

と書かれているのが２件目、２９ページからは、別の内容となります。

表の見方ですが、四角でで囲った表の一番上、利用権を設定する者の住

所及び氏名又は名称で、〇〇〇が地権者、四角の３段目、転貸をうける者

の住所及び氏名または名称が耕作者で、〇〇〇となります。利用権を設定

する期間許可の公告日から令和１７年５月３１日となります。

資料の１ページと２ページ、１件目は、農地を貸す方が、〇〇〇、借り

る方が、〇〇〇。農地は、宮川作間内後の田４筆、字作間内の田６筆、字

川端の田３筆、合計１３筆、５，１２７㎡。

２件目、３ページは、農地を貸す方が、〇〇〇、借りる方が、〇〇〇。

農地は、宮川字作間内の田２筆、４２２㎡。

３件目、４ページは、農地を貸す方が、〇〇〇、借りる方が、〇〇〇。

農地は、宮川字作間内の田２筆、２４０㎡。

４件目、５ページは、農地を貸す方が、〇〇〇、借りる方が、〇〇〇。

農地は、宮川字作間内の田２筆、５２２㎡。

５件目、６ページは、農地を貸す方が、〇〇〇、借りる方が〇〇〇。農

地は、谷中字長谷の畑２筆、字迎前の畑３筆、合計５筆、３，９５６㎡。

６件目、７ページは、農地を貸す方が、〇〇〇、借りる方が〇〇〇。農

地は、谷中字高田の畑１筆、３，０３０㎡。

７件目、８ページは、農地を貸す方が、〇〇〇、借りる方が〇〇〇。農

地は、谷中字高田の畑１筆、６２４㎡。

８件目、９ページは、農地を貸す方が、〇〇〇、借りる方が〇〇〇。農

地は、谷中字高田の畑２筆、２，４０６㎡。

９件目、１０ページは、農地を貸す方が、〇〇〇、借りる方が〇〇〇。

農地は、谷中字高田の畑２筆、字道満の畑２筆、合計４筆、４，８４３㎡。

１０件目、１１ページは、農地を貸す方が、〇〇〇、借りる方が〇〇〇。

農地は、宮川字作間内後の畑３筆、１，９５９㎡。

１１件目、１２ページは、農地を貸す方は、〇〇〇、借りる方が〇〇〇。

農地は、宮川字名木の畑１筆、１，６６４㎡。

１２件目、１３ページは、農地を貸す方は、〇〇〇、借りる方が〇〇〇。

農地は、宮川字水玉幸谷の畑１筆、６，８６４㎡

１３件目、１４ページは、農地を貸す方は、〇〇〇、借りる方が〇〇〇。

農地は、宮川字作間内の田１筆、１６２㎡。

１４件目、１５、１６ページは、農地を貸す方は、〇〇〇、借りる方が
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〇〇〇。農地は、木戸字壱割の田６筆、字弐割の田４筆、字七割の田１筆、

合計１１筆、９，２９３㎡。

１５件目、１７ページは、農地を貸す方は、〇〇〇、借りる方が〇〇〇。

農地は、於幾字北沖下の田１筆、両国新田字屋敷脇の田２筆、字小松の田

６筆、合計９筆、６，２７６㎡。

１６件目、１８ページは、農地を貸す方は、〇〇〇、借りる方が〇〇〇。

農地は、於幾字北沖下の田２筆、１，９３５㎡。

１７件目、１９ページは、農地を貸す方は、〇〇〇、借りる方が〇〇〇。

農地は、於幾字橋本の畑１筆、２，７５５㎡。

１８件目、２０ページは、農地を貸す方は、〇〇〇、借りる方が〇〇〇。

農地は、於幾字踊台の田２筆、字小沼の田２筆、合計４筆、６，０９０㎡。

１９件目、２１、２２ページは、農地を貸す方は、〇〇〇、借りる方が

〇〇〇。農地は寺方字東中島の田１筆、曽根合字前田の田２筆、字後ノ町

の田１筆、、字沼の田１１筆、合計１５筆、８，０８７㎡。

２０件目、２３ページは、農地を貸す方は、〇〇〇、借りる方が〇〇〇。

農地は、寺方字東中島の畑１筆、２，０６４㎡。

２１件目、２４ページは、農地を貸す方は、〇〇〇、借りる方が〇〇〇。

農地は谷台字東耕地の田１筆、５７５㎡。

２２件目、２５ページは、農地を貸す方は、〇〇〇、借りる方が〇〇〇。

農地は、宮川字作間内の田７筆、字入表の田２筆、合計９筆

１４，４９１㎡。

２３件目、２６ページは、農地を貸す方は〇〇〇、借りる方が〇〇〇。

農地は、宮川字作間内の田１筆、５６２㎡。

２４件目、２７ページは、農地を貸す方は、〇〇〇、借りる方が〇〇〇。

農地は、宮川字作間内の田１筆、５５３㎡。

２５件目、２８ページは、農地を貸す方は、〇〇〇、借りる方が〇〇〇。

農地は、宮川字作間内の田３筆、字川端の田３筆、合計６筆、４，７８７

㎡。

２６件目、２９ページからは〇〇〇から受け手へ貸し付けていた、農用

地利用配分計画のうち、新たな受け手へ変更となったため、耕作者が変更

となるものです。２件あります。

１件目は、資料の３１ページに記載されている１３筆、面積は、７，３

０５㎡です。借受ける期間は、令和１３年４月１５日までで、借受ける方

は、〇〇〇。
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議 長

委 員

事務局

議 長

委 員

事務局

議 長

２件目は、原方字和宗内の田１筆、５，２９４㎡で設定期間は既設定期

間と同じ令和１４年１０月３１日までで、借受け先は、〇〇〇であり、水

稲を作付予定です。

なお、申請のあった案件につきましては、農地中間管理事業の推進に関

する法律第１８条第５項２号及び３号に規定されている農用地等の効率

要件（耕作している農地に遊休農地がない）や、農作業の常時従事（年間

150 日以上）を満たしていると考えます。以上、議案第３号の説明となり

ます。

ただいま、議案第３号の朗読並びに説明が終わりました。

議案第３号につきましては、審査件数が多いため耕作者ごとに採決いた

します。はじめに、１件目から４件目の質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、１件目から４件目までの案件につ

いての採決を行います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求

めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１件目から４件目の案件については、原案のとおり決

定しました。

続いて５件目から１２件目の案件についての質疑を許します。

耕作者は、何を作付けしている会社ですか。

キャベツなどの葉物作物を作付けしています。

他に質疑ありませんので、質疑を終了し、５件目から１２件目までの案

件についての採決を行います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙

手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって５件目から１２件目の案件については、原案のとおり

決定しました。）

続いて１３件目、１４件目の案件についての質疑を許します。

〇〇〇は、〇〇〇ですか。

〇〇〇です。

他に質疑ありませんので、質疑を終了し、１３件目、１４件目の案件に

ついての採決を行います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を

求めます。

（挙手全員）



9

委 員

事務局

議 長

全員賛成、よって１３件目、１４件目の案件については、原案のとおり

決定しました。

続いて１５件目から２０件目の案件についての質疑を許します。

〇〇〇さんは、個人でこれだけのことをされているんですか。

家族経営をされており、水田は１８ｈａ耕作しています。

他に質疑ありませんので、質疑を終了し、１５件目から２０件目までの

案件についての採決を行います。原案のとおり決定することに賛成の方の

挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１５件目から２０件目の案件については、原案のとお

り決定しました。

続いて２１件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、２１件目の案件についての採決を

行います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、２１件目の案件については、原案のとおり決定しました。

続いて２２件目から２５件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし)

質疑ありませんので、質疑を終了し、２２件目から２５件目の案件につ

いての採決を行います。 原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を

求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって２２件目から２５件目の案件については、原案のとお

り決定しました。

続いて２６件目の案件についての質疑を許します。

(質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、２６件目の案件についての採決を

行います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって２６件目の案件については、原案のとおり決定しまし

た。

日程第５ 議案第４号 令和６年度農業委員会の農地利用の最適化の

推進の状況その他事務の実施状況の公表（案）について上程します。
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事務局

事務局に、議案の朗読並びに説明をお願いします。

議案第４号 令和６年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況

その他事務の実施状況の公表（案）について

令和６年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の

実施状況の公表（案）について本会の議決を求める。

令和７年５月７日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 直樹

農業委員会の事務事業については、農業委員会等に関する法律に基づ

き、公表を毎年行うこととなっており、定められた様式に記載したものを

案としてまとめています。なお、公表は町のホームページで行うこととし

ています。

１ページ目をご覧ください。昨年度の最適化活動の実績公表（案）にな

ります。「Ⅰ 農業委員会の状況」は、前任の農業委員に関することと、

統計データなどから引用し記載しています。

次のページ ２ページをご覧ください。

「Ⅱ 最適化活動の実施状況 １最適化活動の成果目標」ですが、「（１）

農地の集積②目標」に記載されているように認定農業者や集落営農などの

担い手に対する目標集積面積は５６４.１ｈａでしたが「③実績」の表に
ありますように、集積実績は２７.８ｈａと目標に届きませんでした。
「（２）遊休農地の発生防止・解消」では、「②目標」は緑区分、これは

荒廃度が進んでおらず、すぐ利用可能な遊休農地のことですが解消目標面

積を７.２ｈａと設定したところ、「③実績」で８.６ｈａの解消となってお
り目標を上回りました。

３ページ目 「（３）新規参入の促進」ですが、「①現状及び課題」で令

和２年度から三ヶ年は経営体の参入実績がありませんでしたが、昨年に引

き続き、令和６年度は１経営体が参入し３.２ｈａの営農を始めていただ
けました。

４ページ目 上から２つ目の表 「農業委員会の点検結果」としては、

農業後継者がいないことが多く農業従事者が高齢化するとそのまま廃業

すると思われる。機械購入等の設備投資が必要な業種のため、異業種から

の参入が難しいことを記載しました。

その次の「２最適化活動の活動目標」は、１の成果目標達成に向け、ど

のような活動を行ったかについて目標と実績が記載されています。「（２）

活動強化月間の設定」は、９月から１１月に遊休農地の解消、１２月から

１月に農地の集積を推進すべく取り組むこととして２回の強化月間を設
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議 長

事務局

定し、目標どおり実行しております。

５ページ「３新規参入相談会への参加」ですが、令和６年度は町産業ま

つり時に「新規就農相談会」として１～２名の参加者を見込んだところ、

実績としては、就農相談はなかったところです。そのため、目標達成状況

としては「目標に対して期待を下回る結果」となっております。

最後に、６ページ 「Ⅲ 事務の実施状況」ですが、定例総会の開催状

況や農地法第３条、第４条及び第５条の処理件数について記載されていま

す。違反転用については新規発生はなかったものの、令和３年度以前のも

のが解消に至っておりません。なお、違反転用面積については千葉県から

の指導により、30 年以上前の案件を追記することとなったことから増加

しております。この案件は〇〇〇に関するものです。以上、議案第４号の

説明とさせていただきます。

ただいま、議案第４号の朗読並びに説明が終わりましたので、本案件に

ついての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、議案第４号について採決します。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって議案第４号については、原案のとおり決定しました。

続いて、日程第６ 議案第５号 令和７年度最適化活動の目標の設定等

（案）について上程します。事務局に、議案の朗読並びに説明をお願いし

ます。

議案第５号 令和７年度最適化活動の目標の設定等（案）について

令和７年度最適化活動の目標の設定等（案）について本会の議決を求め

る。

令和７年５月７日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 直樹

これも、町ホームページで公表しているものですが、今年度の最適化活

動に係る目標設定にとなります。

１ページ目をご覧ください。

「Ⅰ 農業委員会の状況」は、現在の農業委員に関することと統計デー

タなどから引用し記載しています。

２ページ目をご覧ください。

「Ⅱ 最適化活動の目標」で、まずは「１最適化活動の成果目標」につ

いて、３つの項目を設定しています。
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議 長

事務局

「（１）農地の集積」は２つ目の表「②目標」に記載のとおり、目標年

度である令和７年度末の集積率を５０.２％、これに向け新規の集積目標
面積を５２６.３ｈａ、今年度末での集積面積を１，５８１.３ｈａ、集積
率５０.２％と設定しました。
「（２）遊休農地の解消」は、「②目標」に記載のとおり緑区分、これは

荒廃度が進んでおらず、すぐ利用可能な遊休農地のことですが解消目標面

積を昨年度と同じく、７.２ｈａと設定しました。
３ぺ―ジ目 「（３）新規参入の促進」は、公表可能な新規参入者への

貸付面積を５.９ｈａと設定しました。
続いて「２最適化活動の活動目標」は、１の成果目標達成に向けどのよ

うな活動を行うか、について目標を設定しています。

「（１）推進委員等が最適化活動を行う日数目標」は、１か月の間に５

日と設定しています。

「（２）活動強化月間の設定目標」は、９月から１１月に遊休農地の解

消、１２月から１月に農地の集積を推進すべく取り組むことを目標として

設定しています。

「（３）新規参入相談会への参加目標」は、昨年度同様に町産業まつり

での就農相談コーナーを開設し、１～２名程度の参加を目標としたいと思

います。

委員の皆さまと共に、取り組みを進めて参りたいと思いますので、ご協

力よろしくお願いいたします。

ただいま、議案第５号の朗読並びに説明が終わりましたので、本案件に

ついての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、議案第５号について採決します。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって、議案第５号については、原案のとおり決定しました。

以上で 提案されました議案の審議はすべて終了しました。慎重審議ご

苦労様でした。

以上をもちまして、令和７年５月第１回 農業委員会定例総会を閉会し

ます。
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